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(57)【要約】
【課題】周辺車両との衝突を予測できる無線通信を利用
した周辺車両感知システム及びその方法を提供する
【解決手段】　本発明に係る無線通信を利用した周辺車
両感知システムは、無線信号を発生させる複数個の無線
信号発信部と、周辺車両から発生した無線信号を受信す
る複数個の無線信号受信部と、受信された無線信号の強
度に応じて周辺車両との距離を算出する周辺車両距離算
出部と、前記複数個の無線信号受信部の間の距離と前記
算出された周辺車両との距離を利用し、前記周辺車両の
位置を推定する周辺車両位置推定部と、前記周辺車両の
位置を利用して前記周辺車両の時間当り移動距離から前
記周辺車両の走行速度を推定する周辺車両走行速度推定
部と、前記周辺車両の位置を利用して前記周辺車両の走
行方向を推定する周辺車両走行方向推定部とを含むこと
を特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線信号を発生させる複数個の無線信号発信部と、
　周辺車両から発生した無線信号を受信する複数個の無線信号受信部と、
　受信された無線信号の強度に応じて、周辺車両との距離を算出する周辺車両距離算出部
と、
　前記複数個の無線信号受信部の間の距離と、前記算出された周辺車両との距離を利用し
て前記周辺車両の位置を推定する周辺車両位置推定部と、
　前記周辺車両の位置を利用し、前記周辺車両の時間当り移動距離から前記周辺車両の走
行速度を推定する周辺車両走行速度推定部と、
　前記周辺車両の位置を利用し、前記周辺車両の走行方向を推定する周辺車両走行方向推
定部と
を含むことを特徴とする無線通信を利用した周辺車両感知システム。
【請求項２】
　前記周辺車両位置推定部は、前記無線信号受信部の間の距離と前記算出された周辺車両
との距離を利用し、２つの無線信号受信部からそれぞれ線を引いて交差する地点を、前記
周辺車両の無線信号発信部の位置と判断することを特徴とする請求項１記載の無線通信を
利用した周辺車両感知システム。
【請求項３】
　前記周辺車両位置推定部は、各無線信号発信部を連結して三角形を形成した後、前記三
角形の態様により無線信号を発信した実際発信地を判別することを特徴とする請求項２記
載の無線通信を利用した周辺車両感知システム。
【請求項４】
　前記周辺車両走行方向推定部は、前記複数個の無線信号発信部のうち一つの位置に沿っ
て、前記周辺車両の走行方向を推定することを特徴とする請求項１記載の無線通信を利用
した周辺車両感知システム。
【請求項５】
　前記周辺車両走行速度推定部は、前記周辺車両の位置を利用して時間当り移動距離に従
い走行速度を推定することを特徴とする請求項１記載の無線通信を利用した周辺車両感知
システム。
【請求項６】
　自車と前記周辺車両を画面に表示し、前記周辺車両の走行方向を表示することを特徴と
する表示部をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の無線通信を利用した周辺車両感
知システム。
【請求項７】
　前記無線信号発生部は、複数個がそれぞれ備えられて前記複数個の無線信号発生部相互
を連結すれば、直角三角形を成すことを特徴とする請求項１記載の無線通信を利用した周
辺車両感知システム。
【請求項８】
　前記無線信号受信部は、複数個が備えられて前記複数個の無線信号受信部と前記無線信
号発信部を線で連結すれば、三角形を成すことを特徴とする請求項１記載の無線通信を利
用した周辺車両感知システム。
【請求項９】
　前記周辺車両の位置、前記周辺車両の走行方向、前記周辺車両の走行速度を利用し、前
記周辺車両との危険度を算出する衝突危険度算出部をさらに含むことを特徴とする請求項
１記載の無線通信を利用した周辺車両感知システム。
【請求項１０】
　前記衝突危険度算出部は、１次衝突危険性のある周辺車両に対する近接可能性及び制動
余裕距離を利用して危険度を換算し、２次衝突危険性のある周辺車両に対する近接可能性
及び制動余裕距離を利用し、前記１次衝突危険性のある周辺車両に対して相対的な危険度
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を換算することを特徴とする請求項９記載の無線通信を利用した周辺車両感知システム。
【請求項１１】
　周辺車両から無線信号が受信されると、前記無線信号の強度に応じて前記無線信号の発
信地点との距離を算出する過程と、
　前記無線信号の発信地点との距離及び前記無線信号受信部間の距離を利用し、前記無線
信号発信地点の位置を算出して前記周辺車両の位置を推定する過程と、
　前記周辺車両の位置から周辺車両の走行速度及び走行方向を推定する過程と
を含むことを特徴とする無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１２】
　前記周辺車両の位置を推定する過程は、前記無線信号発信地点が複数個である場合、複
数個の発信地点を線で連結して三角形を形成し、前記三角形の態様に従い実際発信地を区
別した後、自車に基づいて実際発信地に対する位置を推定することを特徴とする請求項１
１記載の無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１３】
　前記周辺車両の走行速度及び走行方向を推定する過程は、前記複数個の無線信号発信地
点のうち一つの位置に沿って前記周辺車両の走行方向を推定することを特徴とする請求項
１２記載の無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１４】
　前記周辺車両の走行速度及び走行方向を推定する過程は、前記周辺車両の位置を利用し
て時間当り移動距離に従い走行速度を推定することを特徴とする請求項１１記載の無線通
信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１５】
　前記周辺車両の位置、前記周辺車両の走行速度及び前記周辺車両の走行方向を利用し、
１次衝突危険性のある周辺車両との近接可能性及び制動余裕距離を算出する過程をさらに
含むことを特徴とする請求項１１記載の無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１６】
　前記１次衝突危険性を回避するための制動又は操向回避の際、２次衝突危険性のある車
両との近接可能性及び制動余裕距離を算出する過程をさらに含むことを特徴とする請求項
１５記載の無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１７】
　前記１次衝突危険性のある周辺車両に対する近接可能性及び制動余裕距離を利用して危
険度を換算する過程と、
　前記２次衝突危険性のある周辺車両に対する近接可能性及び制動余裕距離を利用し、前
記１次衝突危険性のある周辺車両に対して相対的な危険度を換算する過程と
をさらに含むことを特徴とする請求項１５記載の無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１８】
　前記周辺車両別危険度、走行方向及び走行速度を画面に表示する過程をさらに含むこと
を特徴とする請求項１５記載の無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【請求項１９】
　前記周辺車両別危険度、走行方向及び走行速度を矢印の長さ、色、広さなどで区別して
表示することを特徴とする請求項１８記載の無線通信を利用した周辺車両感知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を利用した周辺車両感知システム及びその方法に係り、より詳しく
は、無線通信技術（ＲＳＳＩ）を利用して車両の視野死角地帯障害物の裏側の車両までも
感知し、周辺車両の走行方向を予測できるようにする無線通信を利用した周辺車両感知シ
ステム及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　一般に、車両は運転者が前方と共に左右と後方の視野を確保できるように、ルームミラ
ー及び左右のサイドミラーを備える。しかし、このようなミラーでは、運転者が全ての方
向に対して視野を確保することができず、特に車両の左右にはサイドミラーによって視野
が確保されない死角地帯が形成される。
　このような死角地帯の視野を確保するため、運転者は自分の趣向に従い補助ミラーを用
いることもあるが、これもまた完全な解決策ではなく、別の補助ミラーをみるためにユー
ザーの視野が分散される問題点がある。
【０００３】
　一方、映像処理技術の発展に伴い、カメラなどの感知手段を車両の前方及び後方に取り
付けて撮影された映像イメージをディスプレイすることにより、運転者により広い視野を
提供する技術が開発された。
　しかし、このような技術は、主に車両駐車の際に前進及び後進のための視野確保用に用
いられるだけで、走行中には特別な機能を提供することができず、特に左右の死角地帯に
対する視野を提供することができない問題点がある。
　さらに、車両の走行中には周辺車両に対する位置、又は距離を確認する必要があり、車
線を変更する場合、左右車線の走行車両有無を含む周辺車両の状態を正確に確認できない
場合、ちょっと間違えば事故を誘発する恐れがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２３６５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、無線通信技術を利用して視野死角地帯及び障害物裏側の周辺車両を感
知し、周辺車両との衝突を予測できる無線通信を利用した周辺車両感知システム及びその
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記のような目的を達成するための本発明に係る無線通信を利用した周辺車両感知シス
テムは、無線信号を発生させる複数個の無線信号発信部と、周辺車両から発生した無線信
号を受信する複数個の無線信号受信部と、受信された無線信号の強度に応じて周辺車両と
の距離を算出する周辺車両距離算出部と、前記複数個の無線信号受信部との間の距離と前
記算出された周辺車両との距離を利用して前記周辺車両の位置を推定する周辺車両位置推
定部と、前記周辺車両の位置を利用して前記周辺車両の時間当り移動距離から前記周辺車
両の走行速度を推定する周辺車両走行速度推定部と、前記周辺車両の位置を利用して前記
周辺車両の走行方向を推定する周辺車両走行方向推定部とを含むことを特徴とする。
【０００７】
　前記周辺車両位置推定部は、前記無線信号受信部間の距離と前記算出された周辺車両と
の距離を利用し、前記無線信号受信部と前記算出された周辺車両との距離ほど連結して交
差する地点を前記周辺車両の無線信号発信部の位置と判断することを特徴とする。
【０００８】
　前記周辺車両位置推定部は、各無線信号発信部を連結して三角形を形成した後、前記三
角形の態様に従って無線信号を発信した実際発信地を判別することを特徴とする。
【０００９】
　前記周辺車両走行方向推定部は、前記複数個の無線信号発信部のうち一つの位置に沿っ
て前記周辺車両の走行方向を推定することを特徴とする。
【００１０】
　前記周辺車両走行速度推定部は、前記周辺車両の位置を利用して時間当り移動距離に従
い走行速度を推定することを特徴とする。
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【００１１】
　本発明は、自車と前記周辺車両を画面に表示し、前記周辺車両の走行方向を示すことを
特徴とする表示部をさらに含むことを特徴とする。
【００１２】
　前記無線信号発生部は、複数個がそれぞれ備えられ前記複数個の無線信号発生部相互を
連結すれば、直角三角形をなすことを特徴とする。
【００１３】
　前記無線信号受信部は、複数個が備えられ前記複数個の無線信号受信部と前記無線信号
発信部を線で連結すれば、三角形をなすことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る無線通信を利用した周辺車両感知方法は、周辺車両から無線信号が
受信されると、前記無線信号の強度に応じて前記無線信号の発信地点との距離を算出する
過程と、前記無線信号の発信地点との距離及び前記無線信号受信部間の距離を利用して前
記無線信号発信地点の位置を算出し、前記周辺車両の位置を推定する過程と、前記周辺車
両の位置から周辺車両の走行速度及び走行方向を推定する過程とを含むことを特徴とする
。
【００１５】
　前記周辺車両の位置を推定する過程は、前記無線信号発信地点が複数個の場合、複数個
の発信地点を線で連結して三角形を形成し、前記三角形の態様に従い実際発信地を区別し
た後、自車に基づいて実際発信地に対する位置を推定することを特徴とする。
【００１６】
　前記周辺車両の走行速度及び走行方向を推定する過程は、前記複数個の無線信号発信地
点のうち一つの位置に従って前記周辺車両の走行方向を推定することを特徴とする。
【００１７】
　前記周辺車両の走行速度及び走行方向を推定する過程は、前記周辺車両の位置を利用し
て時間当り移動距離に従い走行速度を推定することを特徴とする。
【００１８】
　前記周辺車両の位置、前記周辺車両の走行速度及び前記周辺車両の走行方向を利用し、
１次衝突の危険性のある周辺車両との近接可能性及び制動余裕距離を算出する過程をさら
に含むことを特徴とする。
【００１９】
前記１次衝突危険性を回避するための制動又は操向回避の際、２次衝突危険性のある車両
との近接可能性、及び制動余裕距離を算出する過程をさらに含むことを特徴とする。
【００２０】
　本発明は前記１次衝突危険性のある周辺車両に対する近接可能性、及び制動余裕距離を
利用して危険度を換算する過程と、前記２次衝突危険性のある周辺車両に対する近接可能
性及び制動余裕距離を利用し、前記１次衝突危険性のある周辺車両に対して相対的な危険
度を換算する過程とをさらに含むことを特徴とする。
【００２１】
　前記周辺車両別危険度、走行方向及び走行速度を画面に表示する過程をさらに含むこと
を特徴とする。
【００２２】
　前記周辺車両別危険度、走行方向及び走行速度を矢印の長さ、色、広さなどに区別して
表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、無線通信技術を利用して視野死角地帯及び障害物裏側の周辺車両を感
知し、周辺車両との衝突を予測して交通事故を予め防止できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１】本発明の実施形態に係る無線通信を利用した周辺車両感知システムの構成を示す
図である。
【図２】図１の無線信号発信部を車両に取り付けた例示図である。
【図３】図１の無線信号受信部を車両に取り付けた例示図である。
【図４】本発明の実施形態に係る無線通信を利用した周辺車両感知方法を示すフローチャ
ートである。
【図５】図４で周辺車両との距離を算出する方法を説明するための図である。
【図６】図４で周辺車両の位置及び走行方向を推定する方法を説明するための図である。
【図７】障害物による視野死角地帯の周辺車両を感知する例を説明するための図である。
【図８】本発明の実施形態に係る無線通信を利用した周辺車両感知を介した周辺車両衝突
予測方法を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態に係る無線通信を利用した周辺車両衝突予測方法を説明するた
めの図である。
【図１０】無線通信を利用した周辺車両衝突予測を画面に表示した例示図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る周辺車両の走行方向を表示する方法を説明するための
図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る無線通信を利用した周辺車両感知システム及びその方法を図１～図
１１を参照して詳しく説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る無線通信を利用した周辺車両感知システムの構成を示
す図である。
　本発明の実施形態に係る無線通信を利用した周辺車両感知システムは、無線信号発信部
１００、無線信号受信部２００、周辺車両距離算出部３００、周辺車両位置推定部４００
、周辺車両走行速度推定部５００、周辺車両走行方向推定部６００、表示部７００及び衝
突危険度算出部９００を含む。
【００２６】
　無線信号発信部１００は、無線信号を発信する。このとき、無線信号発信部１００は図
２に示す通り、車両の左側前輪の上端１１１、両側後輪の上端１１２、１１３にそれぞれ
設けられ、各無線信号発信部１１１～１１３を繋げば、直角三角形になるようにする。但
し、各無線信号発信部１１１～１１３の設置位置が図２に示す通り局限されるものではな
い。
　無線信号受信部２００は、周辺車両から発信された無線信号を受信する。このとき、無
線信号受信部２００は図３に示す通り、車両の左側前輪の上端２１１及び左側後輪の上端
２１２にそれぞれ設けられる。このとき、無線信号受信部２００の設置位置は変更される
。このとき、無線信号発信部１００と無線信号受信部２００との間に予め定められたプロ
トコルを有する信号を送受信するのが好ましい。
【００２７】
　周辺車両の距離算出部３００は、無線信号受信部２００が周辺車両から受信した無線信
号の強度を測定し、受信した無線信号の強度に応じて周辺車両との距離を算出する。ここ
で、自車の無線信号受信部２１１、２１２の間の間隔は固定された値であり（車両の長さ
なので）、周辺車両距離の算出部３００は各無線信号受信部２１１、２１２と発信地との
間の距離をそれぞれ算出する。
　このとき、無線信号の強度を測定して距離を算出する技術であるＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉ
ｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）は、無線信号の強度
に応じて信号を０～２５５の１バイト値と表現し、強度に応じる信号値に従い発信地から
の距離を判断することができる。
【００２８】
　周辺車両位置推定部４００は、周辺車両距離算出部３００から算出された発信地ごとの
相対的距離を利用して各発信地の位置を推定する。このとき、図５に示す通り、周辺車両
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位置推定部４００は三辺の長さが分かると三角形を形成することができるので、自車の無
線信号受信部（Ａ、Ｂ）の間の間隔と周辺車両距離算出部３００から算出された各無線信
号受信部２１１、２１２と発信地の間の距離（３ｍ、４ｍ）を利用し、自車に基づいて右
側及び左側の発信地（Ｃ、Ｄ）の位置を推定することができる。このとき、各発信地の位
置は、自車の位置に基づいて座標で示すのが好ましい。
【００２９】
　図６に示す通り、位置推定方法をさらに具体的に説明すれば、周辺車両位置推定部４０
０は自車の無線信号受信部（Ａ、Ｂ）と間の間隔に基づき、右側及び左側でそれぞれの発
信地（Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｉ）を推定することになるが、右側の発信地（Ｅ、Ｆ、Ｇ）
相互に線を引いて直角三角形を形成し、左側の発信地（Ｈ、Ｊ、Ｉ）相互に線を引いて直
角三角形を形成した後、各直角三角形内の直角の位置が右側にあるか左側にあるかを確認
し、左側にある場合を実際発信地であると判断する。　
【００３０】
　図６は、車両の左側前輪の上端及び両側後輪の上端に無線信号発進部１１１～１１３を
設けた場合の位置推定方法の例であり、無線信号発信部１１１～１１３の位置に従って直
角三角形の態様が異なるので、それに従って判断方法も変更きるようにするのが好ましい
。
　周辺車両走行速度推定部５００は、周辺車両位置推定部４００から推定された位置を利
用して一定時間の間、当該車両の移動距離及び移動時間を利用して走行速度を推定する。
　周辺車両走行方向推定部６００は、周辺車両位置推定部４００から発信地の位置を利用
して図６に示す通り、直角三角形を作ったとき、直角三角形の直角の左側の頂点方向（Ｅ
）を車両が走行する方向と判断する。
【００３１】
　表示部７００は、図１０及び図１１に示す通り、車線上に自車と周辺車両を表示し、周
辺車両の走行方向及び危険度を表示して運転者が確認できるようにする。
　衝突危険度算出部９００は、周辺車両の位置、走行速度及び走行方向を利用して周辺車
両との危険度（近接可能性、制動余裕距離）を算出し、各車両別危険度を相対的に判断す
る。
【００３２】
　以下、図４に示す通り、本発明の実施形態に係る無線通信を利用した周辺車両感知方法
を具体的に説明する。
　先ず、車両の周辺車両距離算出部３００は、走行中に無線信号が受信されたかを判断し
（Ｓ１０１）、無線信号が受信されると周辺車両距離算出部３００が受信された各無線信
号の強度を測定し、無線信号の発信地との相対的な距離を算出する（Ｓ１０２）。
　ここで、周辺車両位置推定部４００は、無線信号受信部２１１、２１２の位置と算出さ
れた距離を利用し、図６に示す通り発信地の位置を算出し（Ｓ１０３）、複数の発信地相
互を線で繋いで直角三角形（ＥＦＧ、ＨＪＩ）を形成する（Ｓ１０４）。
【００３３】
　ここで、対称をなす二つの直角三角形（ＥＦＧ、ＨＪＩ）の内角判別を介して実際発信
地を判別する。即ち、三角形（ＥＦＧ、ＨＪＩ）内の直角の位置に沿って実際発信地を判
別する（Ｓ１０５）。このとき、無線信号発信部１１１～１１３が車両の左側前輪の上端
及び両側後輪の上端に位置すると仮定する時、三角形内の直角が左側後輪側に存在するこ
とになるので、三角形内の直角が右側後輪側に存在する三角形（ＨＪＩ）は仮想の発信地
となり、右側の三角形（ＥＦＧ）が実際車両の位置となる。
　その後、周辺車両走行速度推定部５００は、一定時間の間当該車両の移動距離及び移動
時間を利用して走行速度を推定し、三角形の直角の左側の頂点（Ｅ）方向に沿って車両の
走行方向を予測する（Ｓ１０６）。
【００３４】
　図５及び図６は、自車に基づいて一つの周辺車両を例に走行方向、位置、走行速度を推
定する例を開示したものである。これによれば、自車に基づいて複数個の周辺車両の走行
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方向、位置、走行速度を全て推定することができ、各周辺車両の予測された走行方向を、
図１１に示す通り表示部７００の画面上に表示することにより、運転者が確認できるよう
にすることができる。
　このように、本願発明の送受信された無線信号の強度に応じて周辺車両を感知する技術
は、図７に示す通り、自車８１０と周辺車両８２０の間に障害物（８００）が存在しても
無線信号の送受信が可能なので感知が可能であるため、周辺車両感知効率を高めることが
できる。
【００３５】
　以下、図８に示す通り、本発明の実施形態に係る無線通信を利用して周辺車両を感知し
た後、周辺車両衝突を予測する方法を具体的に説明する。
　先ず、無線通信を利用した周辺車両感知システムは、図４に示す通り、無線通信を利用
して周辺車両の位置、走行方向及び走行速度を推定した後（Ｓ２０１）、衝突危険度算出
部９００は自車の走行方向と走行速度に基づいて周辺車両の位置、走行方向及び走行速度
を考慮して１次衝突危険性のある周辺車両との近接可能性を判断する（Ｓ２０２）。即ち
、図９に示す通り、自車８１１と１次衝突危険性のある周辺車両８１３の走行方向及び走
行速度を考慮し、自車８１１と１次衝突危険性のある周辺車両８１３が衝突する時点を計
算し、１０ｍ後にＫ地点で１ｍ以内に近接することが推定できる。
【００３６】
　その後、衝突危険度算出部９００は、近接可能性のある周辺車両に対する制動余裕距離
を算出する（Ｓ２０３）。即ち、自車８１１と周辺車両８１３がＫ地点で１ｍ以内に近接
することになる場合、衝突危険度算出部９００は現在自車８１１の位置からＫ地点までの
距離を制動余裕距離（１０ｍ）と判断する。
　一方、衝突危険度算出部９００は、１次衝突危険性のある周辺車両８１３との衝突を避
けるため制動、又は操向回避の際の車両との２次衝突危険度を判断する（Ｓ２０４）。図
９に示す通り、自車８１１が１次衝突危険性のある周辺車両８１３との衝突を避けるため
制動を施行する場合、衝突危険度算出部９００は後から走行していた車両８１４と２次衝
突危険性が発生し、２次衝突危険性のある周辺車両８１４との近接可能性及び制動余裕距
離を算出する。即ち、２次衝突危険性のある周辺車両８１４が、自車８１１が制動して止
める時点（Ｌ地点）まで走行する場合、近接可能性は１ｍ以内であり、制動余裕距離は１
０ｍとなる。
【００３７】
　ここに、衝突危険度算出部９００は、各周辺車両別近接可能性及び制動余裕距離を利用
して衝突危険度を換算する（Ｓ２０５）。即ち、衝突危険度算出部９００は、１次衝突危
険度を２次衝突危険度より高く評価し、１次衝突危険性判断の際近接可能性が１ｍ以内で
あり、制動余裕距離が短いほど危険度を高く評価し、２次衝突危険性判断の際近接可能性
が１ｍ以内であり、制動余裕距離が短いほど危険度を高く評価することにより、周辺車両
別に危険度を相対的に評価することができる。
　例えば、１次衝突危険性のある周辺車両８１３の危険度を７０％、２次衝突危険性のあ
る周辺車両８１４の危険度を５０％と評価することができる。
【００３８】
　その後、衝突危険度算出部９００は、図１０に示す通り、自車８１１に基づいて周辺車
両を画面に表示し、周辺車両の走行方向及び危険度を画面に表示する（Ｓ２０６）。この
とき、走行方向を示す矢印の長さで走行速度を表示することができる。例えば、矢印の長
さが長ければ、周辺車両の走行速度が早いことであり、矢印の長さが短ければ周辺車両の
走行速度が遅いことを意味する。
　さらに、矢印の色に従い周辺車両の危険度を示すことができる。例えば、矢印の色が赤
色であれば危険度が９０％以上、矢印の色が橙色であれば危険度が５０％～８９％間であ
り、緑色であれば危険度が５０％未満のものと区分することができ、危険度に伴う色表示
はさらに細分化させることができる。このとき、矢印の幅で危険度、又は走行速度を表示
することもできる。さらに、危険度を数字で表示することもできる。
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【００３９】
　以上、本発明に関する好ましい実施形態を説明したが、本発明は前記実施形態に限定さ
れず、本発明の属する技術範囲を逸脱しない範囲での全ての変更が含まれる。
【符号の説明】
【００４０】
１００、１１１、１１２、１１３：無線信号発信部
２００、２１１、２１２、２１３：無線信号受信部
３００：周辺車両距離算出部
４００：周辺車両位置推定部
５００：周辺車両走行速度推定部
６００：周辺車両走行方向推定部
７００：表示部
８００：障害物
８１１、８１０：自車
８１３、８１４、８２０：周辺車両
９００：衝突危険度算出部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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